
公共建設工事におけるリサイクル原則化ルール 
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一部改正建技第２８２号平成 22 年２月 25 日 

一部改正建経技第３０７号令和３年 10 月 18 日 

 
 
公共建設工事における再生資源の利用については、平成３年 10 月に「再生資源の利用の促進に関

する法律（平成 12 年６月「資源の有効な利用の促進に関する法律」に改称）」が施行され、平成３年

11 月 20 日付け設計第 335 号「再生資源の利用の促進について」（技術審議官通達）および平成 22
年２月 25 日付け建技第 282 号「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用（リサイクル原則

化ルール）」に基づき実施することとしているが、今般、「リサイクル原則化ルール」を一部改正した

ので遺漏なきよう対応すること。 

 
記 

 
静岡県の発注する工事において、以下の運用を行うこととする。この場合、経済性にかかわらず実

施するものとする。 
なお、下記の要件に該当しない建設工事においても可能な範囲で積極的に再生資源の利用及び再資

源化施設の活用を図るとともに再生製品の積極的な利用を推進する。また、再資源化施設の活用およ

び再生製品の利用に際しては、所要の品質が確保される施設や製品を活用・利用することとする。 
運用にあたっての実施要領は別に定める。 
 

１ 建設副産物の工事現場からの搬出 

（１）コンクリー卜塊、アスファル卜・コンクリート塊の工事現場からの搬出 

建設工事に伴い発生したコンクリー卜塊、アスファル卜・コンクリート塊を廃棄物とし

て工事現場から搬出する場合は、再資源化施設へ搬出する。 
（２）建設発生木材（伐木・除根材を含む）の工事現場からの搬出 

建設工事に伴い発生した木材を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、原則として

再資源化施設へ搬出する。 
ただし、工事現場から 50km の範囲内に再資源化施設が無い場合、又は以下の①及び②

の条件を共に満たす場合は、再資源化に代えて縮減（焼却）を行った上で最終処分するこ

とができる。 
① 工事現場から再資源化施設までその運搬に用いる車両が通行する道路が整備され

ていない場合 
② 縮減をするために行う運搬に要する費用の額が再資源化施設までの運搬に要する

費用の額より低い場合 

 
（３）建設汚泥の工事現場からの搬出 

  建設工事に伴い発生した建設汚泥を工事現場から搬出する場合は、原則として以下の①,
②のいずれかの方法をとる。 
① 他の建設工事にて建設汚泥処理土として再生利用させるため、再資源化施設に搬出す

る。 
  ② 製品化させる（建設汚泥処理土以外の形で再生利用させる）ため、再資源化施設に搬



出する。 
  ただし、①において再資源化施設を経由した他の建設工事現場までの運搬距離の合計が

50km を超える場合、②において工事現場から 50km の範囲内に再資源化施設が無い場合、

他の建設工事との受入時期および土質等の調整が困難である場合には、縮減（脱水等）を

行った上で最終処分することができる。 
（４）建設混合廃棄物の工事現場からの搬出 

建設工事においては、分別解体を原則とし建設混合廃棄物の排出を抑制すること。ただ

し、やむを得ず現場から排出する場合は、工事現場から 50km の範囲内に再資源化施設が

ある場合は、原則として、再資源化施設へ搬出する。なお、再資源化施設の受入れ能力の

限界を超える等の場合は、他の最終処分場に搬出することを妨げない。 
（５）建設発生土の工事現場からの搬出 

 １）建設発生土の調整 

工事現場から建設発生土が発生する場合は、原則として、50km の範囲内の他の建設工

事へ搬出することとし、下記調整システム等により工事案件相互に調整を行うこととする。 
調整システム 運営者 運 用 

建設発生土情報 
交換システム 

(一財 )日本建

設情報総合セ

ンター 

・1,000 ㎥以上の土砂搬出 
・500 ㎥以上の土砂搬入 
・工事計画等早い段階にて概数にて登録する。 

残土情報掲示板 静岡県 
・100 ㎥以上の土砂搬入、搬出 
・設計積算システムより自動的に情報掲載の他、

手入力にて登録 

※ 運用上の数量は目安とし、これより扱い土量が少量であっても必要に応じ登録を妨げ

るものでない。 

 
２）他の建設工事との調整が困難な場合 

他の建設工事との搬入時期及び土質等の調整が困難である場合は、次の順番で処理する

こと。（別紙「建設発生土活用のフロー」参照） 
① 建設副産物処理施設（建設残土ストックヤード）に搬入する。 
             ↓ 
② 建設副産物処理施設（土質改良プラント）に搬入する。 
             ↓ 
③ 処理施設への搬入が著しく困難な場合は、公有地・公有処分場、協会等の処分場へ

搬入する。       ↓ 
④ 公有地等への搬入が著しく困難な場合は、民間処分場へ搬入する。 
             ↓ 
⑤ 民間処分場への搬入が著しく困難な場合は、請負者の自己保有地、民間の保有地に

搬入する。 
なお、民間処分場等にて処分する際は、当該処分場等が各種法令を遵守していることを

確認すること。 
２ 再生資材等の利用 

（１） 再生骨材等の利用 

工事現場から 40km の範囲内に再生骨材等を製造する再資源化施設がある場合、工事目

的物に要求される品質等を考慮した上で、原則として再生資材を利用する。 
（２） 再生加熱アスファル卜混合物の利用 

再生加熱アスファルト混合物の種類と使用区分については、土木工事積算資料による。 
また、使用範囲については、現状の流通範囲を確認する。 

（３） 建設汚泥処理土の利用 

工事現場から 50km の範囲内に建設汚泥（建設汚泥が発生する工事現場または当該工事

現場において所要の品質を満たす建設汚泥処理土への改良が可能な場合）を搬出する他の



建設工事もしくは建設汚泥処理土を製造する再資源化施設がある場合、受入時期、土質等

を考慮したうえで、原則として、建設汚泥処理土を利用する。 
（４） 建設発生土および建設汚泥処理土の利用 

工事現場から 50km の範囲内に建設発生土を搬出する他の建設工事現場がある場合、受

入時期、土質等を考慮したうえで、原則として、建設発生土を利用することとし、「建設発

生土情報システム」や「残土情報掲示板」等で調整を行うこととする。なお、他の工事と

の搬出時期及び土質等の調整が困難である場合は、次の順番で利用すること（別紙「建設

発生土活用のフロー」参照）。 
①建設副産物処理施設（建設残土ストックヤード）から搬入する。 
②建設副産物処理施設（土質改良プラント）から搬入する。 

（５）再生製品の利用 

再資源化技術により製造された製品の使用にあたっては、「静岡県環境物品等の調達に関

する基本方針」および「静岡県リサイクル認定製品」により積極的に利用を図る。ただし、

利用にあたっては工事目的物に要求される強度や耐久性・機能・コストに留意する。 

 
 
 

附 則 
改正後の運用は、平成７年５月１日以降、設計積算するものから適用する。 

附 則 
改正後の運用は、平成８年４月１日以降、設計積算するものから適用する。 

附 則 
改正後の運用は、平成 11 年４月１日以降、設計積算するものから適用する。 

附 則 
改正後の運用は、平成 12 年４月１日以降、設計積算するものから適用する。 

附 則 
改正後の運用は、平成 15 年４月１日以降、設計積算するものから適用する。 

附 則 
改正後の運用は、平成 22 年 4 月 1 日以降、設計積算するものから適用する。 

附 則 
改正後の運用は、令和３年 11 月１日以降、設計積算するものから適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



建設発生土活用のフロー（Ver.2021） 

 
※建設発生土の取扱い際し、使用量の抑制、再利用の促進を事業計画段階から十分

に検討するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➊工事現場から50㎞以内に建設発生土を搬出す

る公共建設工事があるか

「建設発生土情報交換システム」

「残土情報掲示板」 等で検索

検
索

➋工事現場から50㎞以内に建設発生土を搬出す

る民間を含めた他の建設工事があるか

あ

る

条件合致

＊設計図書への反映＊
搬入元、搬入路等条件明示

当方で運搬する場合は運搬経費計上

なし

■残⼟搬出側の情報収集

工事現場付近にストックヤード又は土質改良プラ

ントが有るか検討

■再生材利用の検討

あ

る

【各条件の調整】
搬入時期、土質、土量、搬入路、

費用負担等条件が整合するか調整

【内容検討】
購入費用、搬入条件等

総合的に比較

条件合致

＊設計図書への反映＊
購入先、土質等条件明示

購入経費設計書計上

なし

■新材の購入

＊設計図書への反映＊
新材購入土として設計書計上

● 盛⼟材搬⼊に係る情報発信(システム登録)

下記システム等登録後、他所管等より問合せがあるかあ

る

「建設発⽣⼟情報交換システム」登録

➦ 500㎥以上の不⾜⼟
※計画段階等早い段階で概数登録(予定情報登録)

「残⼟情報掲⽰板」登録

➦ 100㎥以上の不⾜⼟
※積算システム土量数量機能を活用すれば自動登録

な

し

❶ 盛 ⼟材 等不 ⾜し て い る⼯ 事現 場

●残⼟搬出情報の収集

注）工事契約後であっても搬入時期、土質等条件が整合すれば変更

処理して建設発生土を積極的に利活用するよう努めること

➊工事現場から50㎞以内に建設発生土を搬出す

る公共建設工事があるか

「建設発生土情報交換システム」

「残土情報掲示板」 等で検索

検
索

➋工事現場から50㎞以内に建設発生土を受入れ

る民間を含めた他の建設工事があるか

あ

る

条件合致

＊設計図書への反映＊
搬出先、搬出路等条件明示

当方で運搬する場合は運搬経費計上

なし

【各条件の調整】
搬入時期、土質、土量、搬入路、

費用負担等条件が整合するか調整

● 残土搬出に係る情報発信(システム登録)

下記システム等登録後、他所管等より問合せがあるか

あ

る
「建設発生土情報交換システム」登録

➦ 1,000㎥以上の残土
※計画段階等早い段階で概数登録(予定情報登録)

「残土情報掲示板」登録

➦ 100㎥以上の残土
※積算システム土量数量機能を活用すれば自動登録

➋ 建 設発 ⽣⼟ が発 ⽣ する ⼯事 現場

● 残土受入情報の収集 ① 公共事業へ搬出する場合

なし

②公共事業以外へ搬出する場合

工事現場から50㎞以内に建設発生土を有効

利用する民間を含めた他の建設工事がある

か

価値のある建

設発生土か

①建設副産物処理施設（ストックヤード）へ搬出

【民間工事等への利用】

【再生処理】

②建設副産物処理施設（土質改良ﾌﾟﾗﾝﾄ）へ搬出

【最終処分】

なし

なし

適地なし

③公有地・公有処分場、協会等処分場へ搬出

④民間処分場へ搬出

⑤受注者自己保有地、民間保有地へ搬出

なし

なし

【各条件の調整】

経費、受入側搬入条件等

総合的に比較

②公共事業以外へ搬出する場合

あ

る

あ

る

条件合致

＊設計図書への反映＊
搬出先、搬出路等条件明示

処分経費計上

10,000㎥

以上か

(担当事業課と協議)

砂利採取事業として

実施できるか

500㎥以上か

担当事業課と協議のうえ、価

値のある建設発生土の売却

処分等別途考慮する

砂利採取事業で

実施する

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

なし

① 公共事業へ搬出する場合

当該処分地について関係法令遵守を確認

注）工事契約後であっても搬出時期、土質等条件が整合すれば変更

処理して建設発生土を積極的に利活用するよう努めること


